
南部総合県民局阿南庁舎窓口広告事業の広告主募集につい

て 
 

 

 徳島県南部総合県民局阿南庁舎では、窓口に掲載する広告の広告主について、以下のとおり

募集します。 

 なお、本県の将来像を見据えた効率的かつ持続可能な政策推進体制を構築するため、徳島県

総合県民局等について再編が行われることから、庁舎名等は変更される予定です。 

 あらかじめ御承知おきください。 

 

１ 広告の方法 

 南部総合県民局 阿南庁舎 本館１階に次の物を利用して広告を掲示する。 

 ・壁面掲示ボード ２枚    横760mm × 縦1440mm １枚 

                   横775mm × 縦1080mm １枚 （参考：Ｂ１サイズ728mm×1030mm） 

 ・パンフレットスタンド ２台  Ａ４版用・２列１０段  １台 

                             Ａ４版用・２列 ６段  １台 

 

２ 広告の期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 広告料 

 ９，５００円／年 （税込額） 
 

４ 募集する広告主 

 １者 

（※掲載依頼書の提出のあった事業者について、徳島県広告事業実施要領等に基づく審査のう   

 え決定する。なお、複数の応募があった場合は、抽選とする。） 

 

５ 提出書類 

 ・徳島県南部総合県民局阿南庁舎窓口広告事業掲載依頼書（様式１） 
 

６ 提出期限 

 令和８年２月２７日（金） 

 

７ 関係要領等 

 ・徳島県広告事業実施要領 

 ・徳島県南部総合県民局阿南庁舎窓口広告事業実施要綱 

 ・徳島県南部総合県民局阿南庁舎窓口広告事業広告掲載基準 

 

８ 申し込み・問い合わせ先 

 南部総合県民局地域創生防災部（阿南）県民生活担当 

 住所 徳島県阿南市富岡町あ王谷４６ 

 電話 ０８８４－２４－４１７３  ファクシミリ ０８８４－２４－４３０１ 

 メールアドレス nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp 
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配置図等                                           

  

   壁面掲示ボード①                                         壁面掲示ボード② 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   パンフレットスタンド①(2列10段)                  パンフレットスタンド②(2列6段) 

 

 

 

 

 

 

 


